
1 

平成２３年第５回片品村議会定例会会議録第１号  
 
議事日程 第１号 

平成２３年９月７日（水曜日）午前１０時開議 
 
日程第 １ 会議録署名議員の指名 
日程第 ２ 会期の決定 
日程第 ３ 諸般の報告 
日程第 ４ 議員派遣 
日程第 ５ 一般質問 
日程第 ６ 議案第３９号 片品村税条例の一部を改正する条例について 
日程第 ７ 議案第４０号 片品村公民館設置条例の一部を改正する条例について 
日程第 ８ 議案第４１号 指定管理者の指定について 
日程第 ９ 認定第 １号 平成２２年度片品村一般会計歳入歳出決算の認定について 
日程第１０ 認定第 ２号 平成２２年度片品村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認 

定について 
日程第１１ 認定第 ３号 平成２２年度片品村老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 
日程第１２ 認定第 ４号 平成２２年度片品村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認 

定について 
日程第１３ 認定第 ５号 平成２２年度片品村営観光施設事業特別会計決算の認定につ 

いて 
日程第１４ 認定第 ６号 平成２２年度片品村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 
日程第１５ 認定第 ７号 平成２２年度片品村下水道事業等特別会計歳入歳出決算の認 
定について 
日程第１６ 認定第 ８号 平成２２年度片品村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の 

認定について 
日程第１７ 報告第 ３号 財政の健全化判断比率等について 
日程第１８ 議案第４２号 平成２３年度片品村一般会計補正予算（第４号）について 
日程第１９ 議案第４３号 平成２３年度片品村国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

について 
日程第２０ 議案第４４号 平成２３年度片品村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

について 
日程第２１ 議案第４５号 平成２３年度片品村営観光施設事業特別会計補正予算（第１ 

号）について 
日程第２２ 議案第４６号  平成２３年度片品村介護保険特別会計補正予算（第１号）に 
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ついて 
日程第２３ 議案第４７号 平成２３年度片品村下水道事業等特別会計補正予算（第１号） 

について 
日程第２４ 議案第４８号 平成２３年度片品村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 

号）について 
日程第２５ 承認第 ４号  専決処分の承認を求めることについて 
日程第２６ 選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 
 
 

─────────────────────────────────── 
本日の会議に付した事件 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 
日程第 ２ 会期の決定 
日程第 ３ 諸般の報告 
日程第 ４ 議員派遣 
日程第 ５ 一般質問 
日程第 ６ 議案第３９号 片品村税条例の一部を改正する条例について 
日程第 ７ 議案第４０号 片品村公民館設置条例の一部を改正する条例について 
日程第 ８ 議案第４１号 指定管理者の指定について 
日程第 ９ 認定第 １号 平成２２年度片品村一般会計歳入歳出決算の認定について 
日程第１０ 認定第 ２号 平成２２年度片品村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認 

定について 
日程第１１ 認定第 ３号 平成２２年度片品村老人保健特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 
日程第１２ 認定第 ４号 平成２２年度片品村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認 

定について 
日程第１３ 認定第 ５号 平成２２年度片品村営観光施設事業特別会計決算の認定につ 

いて 
日程第１４ 認定第 ６号 平成２２年度片品村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 
日程第１５ 認定第 ７号 平成２２年度片品村下水道事業等特別会計歳入歳出決算の認 

定について 
日程第１６ 認定第 ８号 平成２２年度片品村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の 

認定について 
（日程第９から日程第１６まで一括上程） 

日程第１７ 報告第 ３号 財政の健全化判断比率等について 
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日程第１８ 議案第４２号 平成２３年度片品村一般会計補正予算（第４号）について 
日程第１９ 議案第４３号 平成２３年度片品村国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

について 
日程第２０ 議案第４４号 平成２３年度片品村簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

について 
日程第２１ 議案第４５号 平成２３年度片品村営観光施設事業特別会計補正予算（第１ 

号）について 
日程第２２ 議案第４６号  平成２３年度片品村介護保険特別会計補正予算（第１号）に 

ついて 
日程第２３ 議案第４７号 平成２３年度片品村下水道事業等特別会計補正予算（第１号） 
について 
日程第２４ 議案第４８号 平成２３年度片品村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１ 
号）について 

（日程第１８から日程第２４まで一括上程） 
日程第２５ 承認第 ４号  専決処分の承認を求めることについて 
日程第２６ 選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 
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議長（髙橋正治君） ただいまから、平成２３年第５回片品村議会定例会を開会します。 
本日の会議を開きます。 

 
    午前１０時０５分  開会 

─────────────────────────────────── 
日程第１ 会議録署名議員の指名 

 
議長（髙橋正治君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 
 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、１０番 飯塚美明君及び１１

番 笠原耕作君を指名します。 
─────────────────────────────────── 

日程第２ 会期の決定 

 
議長（髙橋正治君） 日程第２、会期の決定の件を議題にします。 
お諮りします。 
本定例会の会期は、本日から９月１６日までの１０日間にしたいと思います。 
ご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
 
議長（髙橋正治君） 異議なしと認めます。 
したがって、会期は、本日から９月１６日までの１０日間に決定しました。 

─────────────────────────────────── 
日程第３ 諸般の報告 

 
議長（髙橋正治君） 日程第３、諸般の報告を行います。 
議員派遣の件を報告します。 
お手元に配付してあります議員派遣報告書のとおり報告します。 

─────────────────────────────────── 
日程第４ 議員派遣 

 
議長（髙橋正治君） 日程第４、議員派遣の件を議題とします。 
 お諮りします。 
議員派遣の件については、会議規則第１２２条の規定により、お手元に配付の議員派遣

書のとおり派遣することにしたいと思います。 
ご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（髙橋正治君） 異議なしと認めます。 
したがって、議員派遣の件は、議員派遣書のとおり派遣することに決定しました。 
次に、お諮りします。 

  ただいま決定された議員派遣の内容に、今後変更を要するときは、その取扱いを議長に

一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
 
議長（髙橋正治君） 異議なしと認めます。 
 したがって、議員派遣の内容に今後変更を要するときは、その取扱いを議長に一任する

ことに決定しました。 
─────────────────────────────────── 

日程第５ 一般質問 

 
議長（髙橋正治君） 日程第５、一般質問を行います。 
通告に基づき、順番に発言を許可します。 
８番 戸丸廣安君。 

（８番 戸丸廣安君登壇） 
 
８番（戸丸廣安君） はい、８番。 
おはようございます。戸丸廣安です。 
通告にしたがって、千明村長に一般質問をいたします。 
まず、この度の台風１２号の猛威による死傷者や被災者に対しまして、心からのご冥福

とお見舞いを申し上げます。 
片品においては、７月にそして８月７日における集中豪雨による物損被害等が、かなり

の場所でもたらされました。 
さて、このような豪雨あるいは更なる記録的な豪雨が、今後やって来ないとは言い切れ

ないとの読みから、８月７日の大雨によって起こったことをここで取り上げたいものです。 
日曜日でしたが、国道１２０号では須賀川にて土砂崩れがありました。場所は、セブンイ

レブン須賀川店と東亜生コンクリート株式会社の前あたりです。床下浸水の家もありまし

た。須賀川郵便局の○○の○○さん宅です。 
そこで、普段水の流れの無い裏山に水の流れができて、物置をも押し倒しました。急傾

斜の 下部には擁壁がありましたので、川の流れを弱めたけれども、幾つもの大きな土嚢

をあのまま家の隣りに置いておくということはいかないとそのように思っているそうです。

台風などの時には、心配で夜眠れなかったようで、早めに擁壁を延長するよう建ててほし

いとのことです。 
擁壁がなかったら○○さん宅を直撃したし、隣の郵便局にも多量の水が流れ込んだもよ

うです。山沿いもその天辺を含めて土木的措置が必要だと思われますが、どうでしょうか。 
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雨量計が１２０㎜を超えたら、須賀川では往来する車の通行止めをすることになってい

るそうです。今回、通行止めまでは至らなかったですが、雨量だけでは予測できない大小

の山崩れもあり得るということですので、異常なほどの集中豪雨が起こり得るかもしれな

い今後が、村の村民の安全や防災という観点で危ぶまれます。 
さて、この当日を含めた村や県等の対応と今後への方策について質問をいたします。 
まず、（１）こうした豪雨がもたらした事態に対して 
① 村の初期行動を含めた一連の対応はどうであったか振り返ってみてください。 

確立されている即応体制や緊急対応はいかがでしょうか。規模の差こそあれ、そう

した災害に対する村の受け止め方に多少なりとも変化が生じましたか。生じそうです

か。お聞きいたします。 
② そして、その時の県や国の対応はどうだったですか。それに対して、村はどう連携

をされましたか。 
③ 今後への備えについて、考えるところ強調したいところは何でしょうか。 
次に、（２）並行している道路網への認識といいますか、国道からの緊急避難とかう回

利用など、万が一の事態に対する応対など、村は認識を新たにしましたでしょうか。県や

国は１２０号線とそのう回可能な道路網に対してどのような認識を示したでしょうか。 
そして、それらの整備についての 新の考え方を教えてください。 
① 具体的には、一つは上郷道路です。そこへの見方・捉え方、短・中・長期的対応に

ついて、防災等の観点で表明をしてください。 
② １２０号のう回道路の一つとして、鎌田から穴沢そして上小川方面に抜ける道があ

るわけですが、このルートに対する捉え方やその変化はいかがでしょうか。 
そして、特に老朽化が指摘されている穴沢橋の現状と将来対応について言及をして

ください。 
以上です。 

 
議長（髙橋正治君） 村長 千明金造君。 
     （村長 千明金造君登壇） 
 
村長（千明金造君） はい、村長。 
戸丸廣安議員の通告に基づいて、質問にお答えいたします。 
主要道路網の保全と整備についてでありますが、本村に通じる村外からの通年通行でき

る道路としては、国道１２０号線、県道平川沼田線の２路線があります。その中でも国道

１２０号線は、本村にとっては生命線であり、通行止めとならないような管理が必要であ

ります。 
一つ目の質問、８月７日、大雨による国道１２０号線の土砂崩れ、その対応と今後等に

ついての一点目の村の対応と受け止め方についてのご質問ですが、近年はこのようなゲリ

ラ豪雨が頻繁に起こるようになり、あちこちで被害をもたらしています。村としては、こ
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のような土砂流出のおそれのある所については、地主の了解をいただき保安林指定にする

などして、治山事業を検討しております。 
次に、二点目の国と県の対応、それへの村の連携についての質問ですが、国道の管理に

ついては県が管理をしておりますが、国道１２０号線の大崖付近約２㎞については、連続

雨量１２０㎜以上あった場合は、通行止めにすることとなっております。 
今回の豪雨では、土木事務所の計測で時間 大雨量４０㎜であり、通行止めには至る数

値ではありませんでしたが、土砂が流出し、一部片側通行あるいは冠水により一時通行不

能になるなどの被害がありました。日曜日であったため日直しかおらず、これらの情報が

村に入りましたが、土木事務所に連絡し、対処いたしました。 
また、村としては、総務課長をはじめとして関係職員に緊急に出勤してもらい情報収集

をし、対処したところであります。 
次に、三点目の今後のこと等についてのご質問ですが、村としては土木事務所と連携し、

早期に対応できるよう心がける所存です。 
二つ目の質問、平行して走る道路網の整備等について、一点目の上郷道路への見方・捉

え方・対応についての質問ですが、前回答弁しているとおりでありますが、これからも国

道１２０号のう回路として確保できるよう鎌田立沢線の整備をしていく所存であります。 
しかしながら、道路拡幅等の整備を行う場合には、用地の確保が大前提であります。地

元議員として、是非、用地確保にご尽力をいただき、早期に道路整備ができるようご協力

をお願いしたいと思います。 
次に二つ目の穴沢橋の現状と将来対応についての質問ですが、今年、村が管理する橋で

橋長が１５ｍ以上あるものについて、２２本の橋梁点検を行っています。これは、橋の現

状を調べるために行うものであり、架替えが必要なのか、あるいは補修で大丈夫なのか調

査し、今後計画的に整備していくためのものであります。穴沢橋もこの中に含まれており

ますので、この結果を踏まえて整備を進めてまいりたいと思います。 
橋の架替えについては、多大な費用がかかるため、この結果に基づき計画的に整備をし

ていく所存でありますので、今後とも周知・ご指導いただきますようお願い申し上げまし

て、戸丸廣安議員への答弁とさせていただきます。 
 
８番（戸丸廣安君） はい、議長。 
 
議長（髙橋正治君） ８番 戸丸廣安君。 
 
８番（戸丸廣安君） はい、８番。 
 答弁を一つずつ頂戴しましてありがとうございました。 
 二点ほど質問をさせてもらいます。 
 穴沢橋に関しましては、ほかの２１本とともに架け替えが必要か補修で済むかというこ

とでの判断を、今、調査・点検中だということでありますけれども、いつ頃その判断、目
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安ともうしますか判断が下されるのか。その辺の言及をしていただければと思います。 
 あともう一つは、村長がおっしゃるようにゲリラ豪雨、予期しない雨量が今後も予想さ

れる状態の中で、保安林指定等を急がれているということでありますけれども、今回土砂

として落ちてきたあの場所は、既にその指定にあたる場所として進んでいるんでしょうか。

それとも今後なのでしょうか。現状そして今後への対応をよろしく申し上げます。 
 
議長（髙橋正治君） 村長 千明金造君。 
 
村長（千明金造君） はい 村長。 
 農林建設課長に説明させます。 
 
議長（髙橋正治君） 農林建設課長 萩原正信君。 
 
農林建設課長（萩原正信君） はい。 
 それでは戸丸廣安議員の二点の質問について、お答えしたいと思います。 
 橋梁点検についてですが、６月に業者に発注をいたしまして、本年度中には結果が出る

予定であります。この結果に基づいて今後橋梁の整備を順次進めてまいりたいと思います。 
 それから二点目のゲリラ豪雨の関係で、保安林指定等の関係でございますが、現在保安

林の指定手続きは、まだ行っておりません。これから地主等の了解が得られれば保安林指

定等をして治山事業等に対応していければと思っております。 
 以上であります。 
よろしくお願いします。 

 
８番（戸丸廣安君） はい、議長。 
 
議長（髙橋正治君） ８番 戸丸廣安君。 
 
８番（戸丸廣安君） はい、８番。 
 明確な回答をいただきましてありがとうございます。 
 今まで橋梁等は順調に架替え、あるいは補修等がなされてきた片品村であると、このよ

うに私は承知をしております。 
引き続き、その分野での準則な、また過不足のない進展と展開をお願いをしたいところ

であります。 
 また、財政面での課題というものがございますから、様々な点で検討が必要だと思いま

すので、その辺も含めてどうかよろしくお願い申し上げます。 
 これは質問ではありません。 後に要望ですけれども防災意識や防災対策というのは、

あればあるほど良いと思います。それに超したことはございません。まさかということも



11 

ありますので、これからの防災対策をくれぐれもよろしくお願い申し上げまして、私の一

般質問を終わります。 
 ありがとうございました。 
 
議長（髙橋正治君） 次に、６番 星野逸雄君。 
     （６番 星野逸雄君登壇） 
 
６番（星野逸雄君） はい、６番。 
 一般質問をさせていただきます。 
 片品村への観光客数を見ますと、平成４年の約３８７万人が 高で、その後は下降をし

続け、平成２１年には約２０３万人で、平成４年と比べるとほぼ半減しています。 
 今年においても、３月１１日に発生した東日本大震災・福島第一原子力発電所の損壊に

伴う放射能の飛散事故、加えて片品村においては７月末日、８月７日と二度の集中豪雨に

より多大な被害があり、年間でも一、二番の集客時期である中で、大きな減少傾向になっ

ていると思われます。 
 本来なら、群馬県において実施されているＤＣ企画により、７月全体では６．１％の伸

びであったと報道されていますので、片品村でもそれ以上の増加を望めたのではないかと

思うと大変残念でなりません。 
 こういった状況を踏まえ、これからの片品村の観光産業の更なる安定と充実させるため

に、通告に基づき、一般質問をさせていただきます。 
 一番目として、片品村の観光産業の更なる発展についてと題してお聞きします。 
（１）第２次総合計画により始まった「花の谷構想 遙かなる花の谷」、現時点での進

行状況はいかがですか。 
    また、第３次総合計画後期計画終了時、平成２７年完成度合いはいかがですか。 

また、そのために現在進行中の事業等があればお聞かせください。 
（２）第３次総合計画「尾瀬の郷構想 小さくても輝く村」の中で、花の谷構想に付随

する観光産業分野での施策があれば、具体的にお聞かせください。 
二番目として、観光地片品村の自然環境、生活環境対策についてと題してお聞きします。 
（１）片品村の自然環境は優れていると思いますが、観光地としての自然環境整備につ

いて、どのように取り組んでいるかお聞かせください。 
（２）生活環境の中で、生活廃水処理に対する考えをお聞かせください。 
以上です。 

 
議長（髙橋正治君） 村長 千明金造君。 
     （村長 千明金造君登壇） 
 
村長（千明金造君） はい、村長。 
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 星野逸雄議員の質問にお答えいたします。 
 まず一番目の、片品村の観光産業の更なる発展について、一つ目の質問、第２次総合計

画より始まった「花の谷構想 遙かなる花の谷」現時点での進行状況、また第３次総合計

画後期終了時の完了度合いと現在進行事業等の件でありますが、片品村では、第１次総合

計画で「豊かな自然と調和した観光と農業の村」を、第２次総合計画では「遙かなる花の

谷 微笑みの住む郷に」をテーマとして、自然との調和を図った村づくりを進め、観光と

農業を中心に飛躍を遂げてきました。 
 そして平成１８年３月に、これまでの村づくりを引き継ぎ、更に発展させるものとして、

第３次総合計画「片品村尾瀬の郷構想 小さくても輝く村を目指して」を将来像とし、住

民の皆さんと共に村づくりを進めてきているところです。 
この第３次総合計画は、前期と後期の基本計画に分かれています。昨年度、前期５か年

の取組を検証し、住民の皆さんのアンケートなどを通した声をいただきながら、後期５か

年の基本計画を策定いたしました。 
 前期基本計画の達成状況は、行財政改革の推進、尾瀬国立公園の誕生、平成の名水認定、

尾瀬ブランド制度、また新たなツーリズムへの取組など、全体的におおむね達成できたと

思っているところです。 
 後期基本計画は、前期計画の取組に更に磨きをかけ輝かせるものです。特に若者の雇用

創造と定住への取組を中心に、豊かな自然、これまで築きあげてきた地域産業、様々な施

設そして素晴らしい人材を 大限に活かした村づくりを、村民の皆さんとともに進めるた

めの計画です。 
 この計画にはシンボルプロジェクトとして、若者の雇用創造へ向けた観光革新の三つの

課題を掲げてあり、今年４月にむらづくり観光課内に若者雇用創出室を設け、現在それら

の実施計画づくりに努めているところであります。 
 後期計画終了時、すなわち平成２８年３月末の完了度合いについては、５か年計画がこ

の４月にスタートしたばかりであり、計画達成に向け努力をいたしますので、ご理解を賜

りたいと思います。 
 次に二つ目の質問、第３次総合計画「尾瀬の郷構想 小さくても輝く村」での観光産業

分野での施策を具体的にとの件でありますが、今回の後期基本計画には、先ほども申し上

げましたように、若者の新たな雇用の場づくりを基本テーマとして、若者の雇用創造に向

けた観光革新の三つの課題が掲げられています。 
 内容とすると、現状のお客様は、中高年を中心とした尾瀬等の登山、若者を中心とした

冬のスキーや夏のスポーツ合宿に大きく別れています。今後、開拓するお客様として三つ

考えております。 
 一つ目として、温泉、尾瀬ブランド食、尾瀬ウォーキング、歴史街道や田舎道ウォーキ

ング、歩くスキー、仮称尾瀬の郷駅での美術館めぐりなどでの中高年リピーター客。 
二つ目として、体験修学旅行、家族の体験旅行、夏の体験教室、スポーツ合宿などの子

ども客。 
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三つ目として、尾瀬等の散策、スキー、温泉、日本文化、日光尾瀬周遊などによる外国

人客であります。 
 これらを通じ、若者を中心とした雇用を創出し、併せて観光の革新を図ってまいりたい

と考えているところであります。 
 二番目の質問、観光地片品村の自然環境、生活環境対策について、一つ目の片品村の自

然環境は大変優れていると思いますが、観光地としての自然環境整備について、どのよう

に取り組んでいるかでありますが、片品村には、尾瀬国立公園と日光国立公園の二つの国

立公園があり、尾瀬国立公園はラムサール条約の湿地に登録されるなど、今後も多くの人々

を魅了する美しい自然の保護と活用、そして受入体制の整備が求められていると考えてい

ます。 
 平成の名水百選に認定された水源地域でもあり、森林保全のための植林や保育、治山工

事や河川整備とともに、公共下水道や農業集落排水事業、合併処理浄化槽の整備が進めら

れ、河川の水質保全に努めています。 
また、尾瀬清掃や河川・道路清掃、登山道の維持修理、シラネアオイや水芭蕉の保護・

整備などを行うとともに、民間開発には土地開発事業指導要綱などによる指導を行ってい

ます。 
 自然環境への関心が高まっている現在、尾瀬を有する片品村は自然を保護・活用する先

進地域として、村民の皆さんとともに取組を先導していくことが求められていると考えて

おります。 
 次に二つ目の質問、生活環境の中で、片品村の今後の生活排水に対する考え方でありま

すが、本村では平成６年度に片品村下水道基本構想を作成し、下水道整備を行ってきまし

た。その時の集合区域及び整備手法として定めたのが、北部地区として５区・６区・７区

の地域を特定環境保全公共下水道として、花咲のペンション地区を含む花咲地区を同じく

公共下水道、鎌田地区を同じく公共下水道、東小川の上小川・穴沢地区をそれぞれ農業集

落排水事業として定めておりました。 
 そしてこの基本構想に基づき、平成１３年度に北部浄化センターが供用開始となり、続

いて平成１５年度には花咲クリーンセンターが供用開始となったところであります。 
現在、北部地区の接続率５３％、花咲地区については接続率３５．８％と接続率が低く加

入促進をしているところであります。 
 その後、平成１８年度に下水道基本構想の見直しを行い、本村のような家屋が広範囲に

点在している山間地域では、集合処理方式は経済的に負担が大きく維持管理費が増大する

ため、当初の基本構想に載っていた集合処理区域で未着手の地域については、すべて合併

処理浄化槽の補助事業として行うことで見直しを行いました。 
群馬県では今年度限りではありますが、エコ補助金として合併浄化槽に切り替える場合

に、１０万円の追加補助金を行って推進をしています。 
村としては、今後も合併処理浄化槽の補助事業を活用して生活排水処理ができるよう取

り組む所存であります。 
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 以上、ご理解をお願い申し上げまして、星野逸雄議員への答弁とさせていただきます。 
よろしくお願いいたします。 
 
６番（星野逸雄君） はい、議長。 
 
議長（髙橋正治君） ６番 星野逸雄君。 
 
６番（星野逸雄君） はい、６番。 
 なぜ花の谷構想にこだわった質問をしたかというと、一種類で群生させた花園の集客力

は、準備期間が短いわりには大きな成果を各地で挙げています。先ほど答弁をいただいた

ように、片品村はいつでもどこでも花があり、大変美しい村になっています。 
 しかし、大規模に整備することにより集客を多く伸ばせるのではないかと感じます。現

に数年前に、菅沼地区でラベンダーを栽培し、ＦＭ尾瀬で放送されたら一日に約千人の人

が訪れたという時があり、駐車スペースの確保に大変苦慮したという話も聞きました。そ

ういったことを加味し、集客力を伸ばすために何かしたらよいと思います。 
 例えば、武尊山山開きの時に感じたのですが、レンゲツツジがキャンプ場では蕾から二、

三分咲きの状態でした。そこで、標高差のある村道７号線沿線にレンゲツツジが植えてあ

ったらほぼ満開であったと思います。鍛治屋地区から点々と咲かせておけばお客様の誘導

にもなるし、そのこと自体もレンゲツツジ街道として集客につながるのではないかと思い

ました。 
 現在、あじさい花木の栽培者の離農により、苗木がかなりあると聞きました。この際、

鎌田立沢線の道脇に植えてあじさい街道でも整備したらいかがでしょうか。時間的に片品

の春から秋は大変短いです。 
しかし、その時々で各地区・各場所にて花を群生させることにより、「遙かなる花の谷」

その名のとおり花自体で集客につながるのではないでしょうか。是非、第３次総合計画後

期の一端で整備されますことを期待しております。 
 自然環境ですが、村内主要道路の除草、路肩より１０から２０ｍくらいは、伐木、除草

することにより山村の景観を楽しむ雰囲気を出し、雑木林を整備し、森林浴の場と昆虫採

集そして山菜・きのこでもとれたら、お客様は大変よろこばれると思います。お客様が楽

しみながら入れる自然と雑木林で少し得した気持ちにしてやれたらいいと思います。 
 次に、生活排水の件ですが、片品村は名水百選で認定されている大変おいしい水が湧出

している地区です。まして尾瀬国立公園の地元で、首都圏の水源群馬県の一翼を担ってい

る大変重要な区域です。 
 片品村の責任として生活排水を浄化して流すということは、当然だと考えます。本村に

も公共下水道、農業集落排水で下水道が整備されている地区があります。加入率は５０％

を上回っていると思いますが、更に加入率の向上に心がけていただき、特段の配慮で実行

していただきたいと思います。 
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 村長にお聞きします。 
 下水道処理地区以外の鎌田地区などは、汚水処理している単独浄化槽及び未使用家庭を

合併浄化槽の市町村設置事業を取入れ、整備する考えがありますか。その件について質問

いたします。 
 
議長（髙橋正治君） 答弁を求めますか。 
 
６番（星野逸雄君） はい。 
 
議長（髙橋正治君） 村長 千明金造君。 
 
村長（千明金造君） はい、村長。 
 農林建設課長に説明させます。 
 
議長（髙橋正治君） 農林建設課長 萩原正信君。 
 
農林建設課長（萩原正信君） はい。 
 それでは 後の鎌田地区の合併浄化槽の市町村型の設置について、考えはあるかという

質問ということでよろしいでしょうか。 
     （６番 星野逸雄君 「そうです」と呼ぶ） 
 
農林建設課長（萩原正信君） 鎌田地区について、確かに単独浄化槽設置等ございますけ

れども、現在のところ片品村内で市町村型の合併浄化槽設置区域を定めての計画はござい

ません。先ほども 初に村長の答弁にもありましたように、平成１８年の集合処理区域の

見直しの時に、すべての地域を単独の合併浄化槽処理ということで計画をしております。 
 本来であれば、市町村設置型の合併処理浄化槽を設置して処理できればよろしいわけで

すけれども、なかなか区域を定めて設置することが、この時には計画はされておりません

でした。 
ということで現在については、それぞれ個人型の合併処理浄化槽の補助事業を適用して、

全村集合処理を定めた以外の区域については、個人型の合併処理浄化槽の補助事業で行う

計画になっております。 
 よろしくお願いしたいと思います。 
 
６番（星野逸雄君） はい、議長。 
 
議長（髙橋正治君） ６番 星野逸雄君。 
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６番（星野逸雄君） はい、６番。 
 合併処理浄化槽が設置されるとですね、単独浄化槽の設置建物より、放出されるＢＯＤ

汚濁物質の量は８分の１になるそうです。改善されるそうです。そういったことを考えて

いただき下水道処理を充実させて、名水百選の片品村そして観光の片品村の責任を果たし

ていただきたいと思います。そして環境対策へのレベルアップを図っていければいいので

はないかと思います。 
 第３次総合計画後期で、事業開始ができるようご期待をしています。どうか検討をして

ください。お願いします。 
 片品村の観光産業の発展はですね、村民一人一人はもとより、村当局で企画・先導する

ことにより村民総参加で内容を充実させ、お客様が来るというのではなく、来てもらうと

いう感覚で接することが大切ではないかと思います。そして五年先、十年先の片品村をイ

メージして整備を充実させることが必要だと思います。是非、村長の手腕を発揮していた

だきたいと思います。 
 片品村の更なる観光産業の発展を心よりご祈念いたしまして、私の一般質問を終わりま

す。 
 ありがとうございました。 
 
議長（髙橋正治君） 次に、９番 星野千里君。 
     （９番 星野千里君登壇） 
 
９番（星野千里君） はい、９番。 
 皆さん、おはようございます。 
 私は、環境に配慮した村づくりについて、一般質問をさせていただきたいと思います。 
さて、この度東日本大震災による被災者の受入れを表明したことで、優しい村という評価

を得ました。そして名水百選に選ばれ、ラムサール条約に登録された環境に優しい村と位

置づけられています。環境に配慮した村として取組をしてきた片品村は、村民にとっても

誇りに思います。 
 このようなことを踏まえ、村の将来を見つめたとき、何が大切か、何をすべきかを考え

なくてはなりません。空気を活かし、風を活かし、森を活かし、太陽・温泉地熱はもちろ

ん水を活かす工夫が必要だと思います。埋もれている再生可能エネルギーを掘り起こす作

業が必要であり、未来に向けて環境に配慮した循環型村づくりと自然エネルギーを活かし

た村づくりへの取組が必要だと考えます。 
 世界的な流れとしても再生可能エネルギーが注目されています。片品村としても環境に

配慮した村として、再生可能エネルギーについての取組についてお聞きします。 
 まず、先ほどから述べていますが、再生可能エネルギーについて研究し、環境に配慮し

た村づくりを進めるべきと考えますが、その中で水が豊富な片品村で、水資源を利用した

村づくりについて将来を見すえた小水力発電の取組はどうでしょうか。 
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もう一つは、水サミットが片品村で開催されると聞いています。その全国水サミットを

どのような形で運営していくか。受け入れるか。その準備はどうなっているのか。 
それから村民への周知や村民参加があるのか。そしてまたその時に、環境に優しい村宣

言とか、例えば水がおいしい村宣言といったアピールというか、村のビジョン・姿勢を訴

えるチャンスではないかと思うので、村としてはどのような考えを持っているかのを、お

聞きしたいと思います。 
よろしくお願いします。 
村長にお伺いします。 

 
─────────────────────────────────── 

議長（髙橋正治君） 暫時休憩いたします。 
     午前１０時４５分 
 
     午前１０時４６分 
議長（髙橋正治君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

─────────────────────────────────── 
９番（星野千里君） 失礼いたしました。 
 大事な一点があったのを抜かしてしまいました。 
東京電力の尾瀬所有の件について、先ほど報道で、村長が関係自治体を代表して要望書

を出されたと報道されたことを聞いて、その後どういうふうになっているのか、村長にお

聞きしたいと思います。 
 以上で、終わりにいたします。 
よろしくお願いいたします。 

 
議長（髙橋正治君） 村長 千明金造君。 
     （村長 千明金造君登壇） 
 
村長（千明金造君） はい、村長。 
 星野千里議員の通告に基づいて、質問にお答えいたします。 
 環境に配慮した村づくりについて、一番目の再生可能エネルギーについて研究し、環境

に配慮した村づくりを進めるべきと考えるがとのことですが、東日本大震災に伴う原発事

故の発生により、再生可能エネルギーへの関心は高まる中、この度再生可能エネルギー特

別措置法が成立し、来年７月に施行され、電力の全量買い取りが電力会社に義務付けされ

ることとなりました。 
 この法律が、再生可能エネルギー普及の決め手になるかどうかは見通せない状況ではあ

りますが、取組へ向けての環境は、前進しつつあると感じているところであります。 
 ２１世紀は自然環境と水の時代であり、片品村はその両方ともに大変恵まれた環境にあ
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ります。そのような状況を考えますと、議員ご指摘のように、片品村として再生可能エネ

ルギーについて、検討・研究することは意義あることと思います。 
 現在、片品村内には、七つの水力発電所が東京電力により稼働されています。ダムなど

の構造物として表にはあまり出ていませんが、地形の落差を利用し、水力発電を行い、年

間２億３，０００万kwの発電を行っています。これは一般家庭６万４，０００戸分の年間

使用量を得たことになります。既に、このように片品村内において再生可能エネルギーが

活用されていることは、積極的にアピールしてまいりたいと考えております。 
 次に、二番目の質問、豊かな水資源を活用した村づくりについて、一点目の水資源を活

用した村づくりについての一つとして、将来を見すえた小水力発電に取り組む考えはとの

ことですが、再生可能エネルギーでは太陽光や風力が、現在は主流になっていますが、大

きなダムを造らず、自然の川の流れを活用して水車を回し、発電する小水力発電への関心

が全国で高まっているようです。１，０００kw以下の発電施設を小水力発電所と呼ぶそう

で、魅力は低コストで安定的な発電が可能な点で、エネルギーの地産地消と言われていま

す。既に全国では５００か所近くあるようで、自然の水が豊富な片品村にあっては、全国

各地の事例などを参考に研究する余地が十分あると考えております。 
ただし、これまでに調査した内容では、施設建設費用がかなり膨大になる点や設置場所

によっては、各省庁との調整や河川法、電気事業法の規制との調整などを行う必要がある

ようです。 
 なお、昨年、試験的に群馬県が設置した小規模な小水力発電が戸倉地内にあり、現在、

試みているところであります。 
 次に、二点目の質問、東京電力の尾瀬所有の件について、村長が関係自治体を代表して

要望書を出したとの報道がありましたが、その後どうなっているのかとのことであります

が、尾瀬国立公園に占める東京電力の社有地割合は約４割で、片品村内に限ってはすべて

が東京電力の所有であり、長年、東京電力との信頼関係のもと、尾瀬の保護管理と活用を

図ってきているわけであります。 
今回の東日本大震災に伴う原発事故の補償問題に絡み、一部のマスコミで尾瀬の売却が

取り出されたわけでありますが、片品村としては、檜枝岐村や南魚沼市と連名にて、私が

代表して東京電力本社を訪れ、今までの信頼関係を損なうことなく、引き続き土地を所有

し、自然保護を行うこと。尾瀬の自然保護管理は、これまで同様の管理水準を維持するよ

う要望書を提出してきました。 
幹部の方からは、用地売却の考えはなく、保護や管理の水準も維持するとの回答をいた

だき、安心しているところであります。 
 また先日、ＢＳプライムニュース番組に環境省副大臣や群馬県副知事と共に、２時間番

組で地元自治体としての考えをしっかりと述べてきました。 
 今月１日には、東京電力などの幹部が役場に来られましたので、しっかりと約束を守っ

てくれるように、強く話をしたところであります。 
 今後もこの問題につきましては、注視をしてまいりたいと思います。 
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 次に、三点目の質問、名水サミットが来年片品村で開催されると聞いているが、どうい

うものか、その準備はどうなっているのか、村民への周知や村民参加はあるのかとのこと

ですが、名水サミットとは、正式名称を全国水環境保全市町村連絡協議会全国大会といい、

全国の名水百選に選定された市町村が連携し、英知と創意を結集し、水環境の保護の推進

と水質保全意識の高揚を図ることを目的に開催されるものです。 
 今年は、秋田県美郷町で開催され、議長や群馬県幹部や県議等にも参加をしていただき、

担当職員と共に視察をしてきたところであります。 
 尾瀬湿原を有し、２，０００ｍ級の山々に囲まれる片品村は、長い年月をかけて湧き出

る名水の宝庫であると同時に、利根川の上流に位置し、首都圏の水源地域でもあります。 
 従来の名水サミットには、国土緑化推進機構の参加はなかったわけでありますが、今年

は国際森林年記念で参加をしておりましたので、来年の片品村開催での参加協力について、

直接に、お願いをしてまいりました。 
 来年開催のサミットは、貴重な名水の宝庫片品村のイメージアピールに止まらず、首都

圏の水源地域として位置づけた取組、発信なども含めて企画検討を行い、開催を成功させ

たいと考えています。 
 村民への周知につきましては、視察状況を含め概要を広報かたしなにて、お知らせをし

たところですが、住民参加型の名水サミットを考えておりますので、今後も、協力依頼等

お願いをしてまいりたいと思います。 
 次に、四点目の質問、名水サミットを機に、環境に優しい村宣言、水がおいしい村宣言

のアピールする考えはとのことですが、サミット時に同協議会としての大会宣言はあるわ

けですが、片品村としても何らかの宣言をすることは、村民の理解と協力が前提ではあり

ますが、基本的には賛成でございます。今後、検討をしていきたいと思います。 
 いずれにいたしましても、名水サミットを一過性のイベントとするのではなく、今後の

片品村の環境取組を含めた持続的発展につながっていくものにしたいと考えているところ

であります。 
 以上、ご理解をお願い申し上げまして、星野千里議員への答弁とさせていただきます。

よろしくお願いをいたします。 
 
９番（星野千里君） はい、議長。 
 
議長（髙橋正治君） ９番 星野千里君。 
 
９番（星野千里君） はい、９番。 
 ありがとうございます。 
いろいろな説明で、いろいろ分かったんですが、その小水力の関係のことでちょっと質問

をさせていただきます。 
 戸倉で実験的にやっているということですが、この村全体の小水力の部分の調査とか研
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究というのは、今後そういったことに取り組んでいこうという思いはあるのかどうかとい

う一点。 
それから自然エネルギー・再生可能エネルギーということなんですが、風力とか太陽と

か地熱だとかいろいろありますが、今までも資源の温泉の地熱、温泉自体が自然のエネル

ギーを利用させてもらって、片品村の観光というものに反映させてきたんですが、もう一

つ突っ込んで地熱の部分の調査とか、ハードルがすごく高いと思います。設備投資がすご

く掛かって、すぐすぐその利益につながったり、逆に投資金額が多くなったりして、ちょ

っとその辺でハードルが高くなってくるとは思いますが、将来に向けて今から少しずつで

も調査・研究をして進めていかないと、十年後二十年後を見すえたときに、やっぱり地産

地消のエネルギーと先ほど村長もおっしゃったように、そういった方向で村を推し進めて

いけたらと思いますので、もう一度その辺の調査・研究の点で、村がどの程度の考えがあ

るのかお聞きしたいです。 
それから一番片品村にとって尾瀬という、村を代表する世界に代表する環境ということ

で、やっぱり東京電力と共に進めてきたことを、また代替えエネルギーとして東京電力と

村とで協議をしつつそういった方向で、また一つの道を切り開くようなことを検討してい

ただければありがたいと思っております。 
そしてもう一点は、水サミットの件ですが、やっぱり村長の説明を聞いてすごく安心は

したんですけれども、時期的なところで今からあと一年もないくらいだと思いますが、今

から準備を整えて、どんな内容かざっくりと分かっていれば、むらづくり観光課長にその

辺をお聞きしたいんですが。 
よろしくお願いいたします。 

 
議長（髙橋正治君） 村長 千明金造君。 
 
村長（千明金造君） はい、村長。 
 まず、一点目の村の取組ですが、先ほども申し上げましたように、この村にどういうも

のが合っているか、また全国の事例などを参考にして皆さんにも力を借りて、そして調査・

研究を進めていきたいとそのように考えております。 
 それから地熱の関係につきましては、前に嬬恋村でこの関係がマスコミに出て、そして

隣の町がそれに反対しているような経緯もあります。 
 また、日本の国は、ご存じのとおり世界でも三番目の地熱国といってもいいような状況

ですから、これから国がおそらくそういったことに大規模に取り組む方向が出るでしょう

けれども、またそれらも含めて片品村で、村としてはどういうものが可能なのか研究して

いくことも大事だと思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 
 
議長（髙橋正治君） 続いて、むらづくり観光課長 木下浩美君。 
 



21 

むらづくり観光課長（木下浩美君） はい。 
 それでは、ただいまの水サミットについて、お答えをしたいと思います。 
 今年、秋田県の美郷町で行ったものを視察をしてまいりました。来年は関東ブロックと

いうことで片品村が行うわけですけれども、せっかく開催をいたしますので、先ほど村長

も申されましたように、片品村の特徴を活かした名水サミットにしたい。そして今後の環

境問題についてもですね、取り組むようなきっかけになればいいのではないかと思ってお

ります。 
 具体的なものについては、今後詳細をつめていきたいと考えておりますので、よろしく

お願いをしたいと思います。 
 
村長（千明金造君） はい、議長。 
 
議長（髙橋正治君） 村長 千明金造君。 
 
村長（千明金造君） はい、村長。 
 先ほどの質問で一点、落としてしまいました。 
 東京電力の関係ですけれども、先ほども説明させていただいたように、片品村の七つの

水力発電所の内の四つが、尾瀬の水を利用しているわけであります。ですからこの尾瀬と

いうものは、東京電力にとっては事業用地の一つだと、そのようにも東京電力のほうも理

解をしておりますし、また村としてもそのように理解しているので、今後も事業用地とし

てしっかりと所有していただき、そして管理をしていただく。そのように今後も粘り強く

求めていき、そして方向を注視していきたいとそのように考えております。 
 
９番（星野千里君） はい、議長。 
 
議長（髙橋正治君） ９番 星野千里君。 
 
９番（星野千里君） はい、９番。 
 やっぱり 終的に、本当に十年二十年後、百年後を捉えたときに、今少しずつでもそう

いう村づくり、環境に配慮した村としてやっていくという村の姿勢に、本当に改めて誇り

に思え、村民と共にその方向で進めていけたらと思います。 
 そして 終的には、地産地消のエネルギーとそれから食とか文化も地産地消で、合併し

ない村で小さいので、いろんなハードルが高いとは思いますが、何とかそれを乗り越えな

がら力を合わせて村づくりに進んでいければと思っております。 
 今日はありがとうございました。 
 以上です。 
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─────────────────────────────────── 
議長（髙橋正治君） 暫時休憩いたします。 
     午前１１時０１分 
 
     午前１１時１０分 
議長（髙橋正治君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

─────────────────────────────────── 
議長（髙橋正治君） 引き続き、一般質問を行います。 
次に、１２番 星野育雄君。 

     （１２番 星野育雄君登壇） 
 
１２番（星野育雄君） はい、１２番。 
 通告に基づき、村長に質問いたします。 
 本村の主産業は、観光と農業です。 
 しかし、観光客や農地は半減し、人口は一年に百人以上減少しています。若者が魅力を

持って働く場がなく、都会に就職するからです。 
高齢者世帯が増え、空き家が増加しています。このままでは十年後には、人口は三千人

台に減り、若者が少なく老人の多い活力のない過疎山村になってしまうおそれがあります。 
 そこで、住みよい村づくりのために、今、村は何をすべきかについて三点質問をいたし

ます。 
１ 若者の定住を促進するために、村はどのような対策を考えているのか。 
２ 村の発展のため観光客を増やすことが必要急務と考えるが、その具体策を伺いたい。 
３ 後継者が残る農業経営を実現するために、村は何をしたら良いと思いますか。 

   その計画について伺いたい。 
 以上三点、よろしくお願いします。 
 
村長（千明金造君） 村長 千明金造君。 
     （村長 千明金造君登壇） 
 
村長（千明金造君） はい、村長。 
 星野育雄議員の質問にお答えいたします。 
 住み良い村づくりのために、村は何をすべきかということで、一つ目の質問、若者の定

住を促進するために、村はどのような対策を考えているのかとのことですが、昨年度、第

３次総合計画後期基本計画づくりに当たって、住民アンケートを行いましたが、二十代の

若者が村への愛着を一番感じていることが分かりました。 
また、村に残りたい村に帰って来たいと思うが、働く場所がないとのご意見を多くいた

だきました。 
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 これらのことより、今年度スタートの第３次総合計画後期基本計画では、若者の新たな

雇用の場づくりを基本テーマとしたシンボルプロジェクトを掲げています。 
また、今年４月より、むらづくり観光課内に若者雇用創出室を設けたところであります。 
 この４月以降、そのための実施計画づくりへの着手、空き家物件の調査や掘り起こしの

実施、定住促進事業家賃補助制度の導入、無料職業紹介所の開設、Ｉターンなど都会から

来ている若者との意見交換会、婚活事業などを実施しているところであります。 
 二つ目の質問、村の発展のため観光客を増やすことが必要急務と考えるが、その具体策

はとのことですが、一つ目の質問でもお答えしましたように、観光の革新とともに若者の

定住を図ることをシンボルプロジェクトに掲げております。 
具体的には、高齢化社会と国際観光時代を迎え、これまでの尾瀬などの登山と若者中心

のスキー・合宿観光に加えて、高齢者や障害者・子ども・外国人を対象とした食・温泉・

ウォーキング・体験観光の推進と農産物・加工品や料理のブランド化など観光の革新を図

ってまいりたいと考えています。 
 一般論として言うならば、片品村にとって、観光は基幹産業の一つでありますので、安

定的に大勢のお客様が来ていただけることを、関係者は誰しもが願い、努力をしているこ

とと思います。サービス業というものは、奥が深いものとつくづく思います。 
サービス業の基本とは何なのか。ある人はお客様が気持ち良い気分になっていただくこ

とだという方がおります。おもてなしも含め、まさに総合的なものであると思います。一

度来たお客様が片品村を気に入り、口コミで片品の良さが広まる。そのようなものであり

たいと思います。 
 一時的にお客様を増やすのであればイベント開催もあるわけでありますが、持続的安定

や発展を願うのであれば、観光に携わる関係者などが一丸となり、歴史も含め文化や風景

を創っていくなどの地域づくりを、地道に手間ひまをかけて、息の長い取組を続けていく

ことが大切と思っているところであります。村は、そのためのきっかけづくりにも努めて

まいりたいと思います。 
 三つ目の質問、後継者が残る農業経営を実現するために、村は何をしたら良いと思いま

すかとのことですが、まずは農についての教育、次いで就労条件の緩和であると考えます。 
 本村に限ったことではありませんが、農家に生まれた子供たちは地元の小中学校を卒業

し、高校・大学と成長とともに地元を離れた環境で生活し、農業以外の仕事に従事し、そ

のまま地元に帰らず、親も農作業の大変さを思い帰郷を迫らない。農業でなくとも地元に

帰り就業を希望しても就ける職がない。今はこんな状況なのではないでしょうか。 
 どんな職業でもいえることだと思いますが、その職をよく理解し、愛する心がなければ

良い仕事もできないし、心も満たされないと思います。 
 そこで思うことは、幼少期の頃から農の大切さや農を愛する心を芽生えさせ、継続させ

ることが必要だと思われます。 
 そのためには、子供のころから家庭教育・学校教育・社会教育の中に仕組まなければな

らないのではと考えます。 
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 農の大切さや農を愛する心を養い、就労条件にも耐えられる心を育てることが必要では

ないでしょうか。 
 本村では、近代的で安定した農業経営ができるよう補助事業等を活用し、施設栽培用の

パイプハウスや消毒機等の導入を行っておりますが、一方で就労条件を緩和できるような

方策を模索しているところであります。 
 農業後継者の減少の要因の一つは、ハードな就労条件にあると思われます。 
 農業経営は、生産物の生育状況、気象状況などを判断し、適切な生産管理が必要となり、

出荷の状況にあわせた収穫も必要で、早朝の収穫作業などもあり、サラリーマン並の収入

を得るには、相当な規模を経営し、労力を投入しないとなりません。 
 この就労条件の緩和の鍵となりそうな行動として、農業者の法人化と企業等の農業参入

がありますが、法人化や企業参入により経営主ではなく経営陣の一員として経営にあたる

ことになります。 
 農業の法人化は、農業者が個人、又は結集して法人化することにより経営規模を拡大す

るとともに各作業を分業し、就労条件を緩和するなど、効率化を図ることができるといわ

れています。 
 反面、法人化に伴い各分業ごとに精通した人材の確保や連携が必要となり、実現のため

のハードルが高いのも実情です。 
 企業等の農業参入は、法人化体制が確立されている企業などが経営分野の拡大として、

農業者を招き入れるなどの方法で農業に参入できるようにすることで、国・県において体

制づくりが進められているところです。 
 農業経営者にとって法人化は、いずれの場合においても経営主から経営陣の一員となる

ため、今後、農業後継者がどのような経営形態を望むのかを模索しながら農業後継者の確

保を推進していく所存であります。 
 以上、ご理解をお願い申し上げまして、星野育雄議員への答弁とさせていただきます。 
よろしくお願いいたします。 

 
１２番（星野育雄君） はい、議長。 
 
議長（髙橋正治君） １２番 星野育雄君。 
 
１２番（星野育雄君） はい、１２番。 
 村長に伺います。 
 村は、積極的に企業誘致に取り組むと言ってきました。第二区でも以前から地区要望事

項で、県道沿いにある赤谷の摺渕共有地を村営水道の給水地域にし、優良企業を誘致して、

若者の働く場を作ってほしいと要望してきましたが、未だ村から何の回答もありません。 
 どこの自治体でも企業を誘致するには、工業団地を造成して誘致運動をしています。村

は、どの程度企業誘致活動をしているのですか。 
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 また、今後の見通しをお聞かせください。 
 以上です。 
 
議長（髙橋正治君） 村長 千明金造君。 
 
村長（千明金造君） はい。 
 議長、これは通告内容とちょっとずれているような気がするけれども、どうでしょうか。 

─────────────────────────────────── 
議長（髙橋正治君） 暫時休憩いたします。 
     午前１１時２２分 
 
     午前１１時２３分 
議長（髙橋正治君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

─────────────────────────────────── 
議長（髙橋正治君） 村長 千明金造君。 
 
村長（千明金造君） はい、村長。 
 育雄議員の通告に、その部分も細かく通告していただければ、細かい内容も考えたわけ

ですけれども、その企業誘致の関係については、現在でも取り組んでおります。今月も企

業誘致の関係で、視察にも来ております。そして育雄議員が言われるあの場所も、実際に

は視察もして見ていただいております。 
ところがあの場所は、いろいろな面で地権者の関係とかそういったもので難しいという

ことで、なかなかそこには取り組むことができないということも理解していただきたいと

思います。 
いずれにいたしましても、今後も若者の定住促進には、やはり企業誘致は欠かすことが

できないということで、それらに取り組んでいることも理解していただきたいと思います。 
 
１２番（星野育雄君） はい、議長。 
 
議長（髙橋正治君） １２番 星野育雄君。 
 
１２番（星野育雄君） はい、１２番。 
 分かりました。 
 村長の答弁は総合計画に基づいた答弁であり、答弁の内容も非常に細部にわたって答弁

されておるんですが、今後村執行部で、是非これが実現して、村の人口が増えて活力ある

片品村になることを祈念して、私の質問を終わります。 
 以上です。 
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議長（髙橋正治君） 次に、３番 星野精一君。 
     （３番 星野精一君登壇） 
 
３番（星野精一君） はい、３番。 
 通告に基づいて、質問をさせていただきます。 
 ２１世紀は、地方分権の時代です。これは我が国が、再び豊かな多様性と地方の力を取

り戻すためには避けては通れない道です。 
 国と地方が形の上では対等になるこの時代に、各自治体に必要なのは、村が、町が、市

が、それぞれが一つの国家であるという認識ではないでしょうか。ましてや私たちの片品

は、意識の高い村民が住民投票を行った上での一村独立です。 
 その場合、我が村は方針として観光で外貨を落としてもらい、農作物で外貨を稼ぐ外需

依存型自治体と位置付けるべきだと考えます。 
 ２１世紀の地域主権時代における地方自治の本質とテーマは、自己決定力・自己責任力、

そして目まぐるしく変化し続ける社会状況に対応してゆくスピード感、すなわち即決力、

この三つです。 
 この３月、東日本大震災における我が村の速やかな被害者受入れは、この三つを兼ね備

えた新しい時代の政治リーダーの模範であると評価します。 
 時に競争し、時に協力し合い、しかし村民益を追求するという意味では、志を同じくす

る二元代表制の対岸にいる私ですが、今回の政治判断に対してエールを送りたいと思いま

す。 
 今回の決断は、結果として私たちの片品村を日本中に知らしめることになりました。こ

れによって、人に優しい片品という評価は確立されたと考えます。 
 さて、今回私は水に関しての質問をしたいと思います。 
 ２０世紀は石油、２１世紀は水の時代といわれていますが、水の惑星といわれる地球で

人間が利用可能な水は、その中の０．１％とのことです。その大切な水が、人口増加・工

業化・農地化、それらにともなう人類の文明化によって、世界中で先細りになりつつあり

ます。 
 アメリカは、ロッキー山脈を水源とする大河コロラド川の水は、現在カリフォルニア湾

まで届く前に枯れてしまうそうです。国内問題で済んでいますが、大きな川が複数の国家

を通っていくとき、水利権などの問題が生ずるのは必然でしょう。 
 石油が無くとも人は生きられますが、水無くして人は生命を保てません。歴史に学べば

文明は水とともにあり、水が失われた時、文明も滅んでいくのです。そんな時代背景の中、

来年我が村で水サミットが行われる予定です。 
 私は、この催しを一過性のものに終わらせることなく、片品が観光と農業の村として更

に大きく前進するための様々な行動を、成長戦略を持って起こす 良の機会だと捉えます。 
 まず、来年の名水サミットの際、我が村は環境保全村宣言を行うべきではないでしょう

か。具体的には、同じく湧水を水道水源に持つ自治体と協同での水道水源脱塩素連盟の設
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立。現行の水道法は、昭和３２年に施行された法律ですが、これからの日本を変えていく

のは地方と地域の力だとの強い自覚と高い誇りを持ち、腰を据えて国と交渉をしていくべ

きだと思います。 
 水源すべてが湧水の村です。その生まれたてで清らかな水にいったい何を加える必要が

あるのでしょうか。 
 そして毎冬、国道・県道で約３００ｔ、村道で約３０ｔ使用され、川の生態系に影響を

与える塩化カルシウムを、村道・県道・国道と段階的に川砂に切り替えていく脱塩カル宣

言。 
農協と連動しての環境保全型農業推進会の設立など、村が主導して自然に優しく自然を

守るというメッセージを積極的に発信できる良い舞台が、名水サミットなのだと考えます。 
 また、これらを下支えする村民の環境意識を更に高めていくことにも不可欠です。婦人

会、生活研究グループ、各中小学校、尾瀬高環境科、広報などを通して生活排水などの改

善勉強会を行い、啓蒙・学習・実行とステップアップして名水サミットを迎えるべきでは

ないでしょうか。 
 水の問題を、我が村だけのことで済ませてはなりません。水は、必ず高い所から低いほ

うへ流れていきます。水は公の共有物との高い意識を持ち、上流に暮らす者たちの義務と

してできるかぎり清らかな水を下流に送り出すのが私たちの努めです。 
 私たちは、一本の川を通して沼田と前橋と埼玉、茨城、そして多くの友人知人の住む銚

子の人たちとつながっているという意識を持つことが何よりも尊いのです。 
 「隗より始めよ」私も今年からトマトの無農薬栽培に取組始めました。土も水も空気も

汚さない農法に挑戦していくのが、私なりの社会への責任の果たし方だと考えたからです。 
 今回の被災者受入れによって、人に優しい観光と農業の村片品は、全国に知れ渡りまし

た。名水サミットをきっかけと捉えて環境保全に対して、全村民が高い意識を持って取り

組んだとき、人と自然に優しい村に生まれ変わり、多くの実りを私たちに与えてくれるも

のと確信します。 
 環境保全・名水サミットに対して、今後村がどのように取り組むのかお聞かせ願います。 
 水に関して二つ目の質問ですが、昨今国益を守る観点から北海道ニセコなどの地方自治

体で、水源保護条例を施行する動きが出てきていますが、我が村のこの問題への考えをお

聞かせください。 
 以上です。 
 
議長（髙橋正治君） 村長 千明金造君。 
     （村長 千明金造君登壇） 
 
村長（千明金造君） はい、村長。 
 星野精一議員の通告に基づいて、質問にお答えいたします。 
 環境保全対策について、一つ目の質問、環境保全村へとステップアップすべきだと考え
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るが、これからの村の取組の件でありますが、２１世紀は自然環境と水が大きく見直され

る時代であるといわれています。尾瀬を始めとした恵まれた自然資源、そしてそこからい

ずる名水群など、これまでもこの片品村はそれら自然資源を守り活用し、私たちは生きて

きたわけでありますが、今後はさらに踏み込み、環境保全に配慮した村へとステップアッ

プすることは、結果として村の持続的発展につながると思います。 
 先ほどの質問でもお答えしましたように、名水サミット時などに宣言をすることは、基

本的には賛成でございますが、村が何らかの宣言を行ったとしても、村民の理解と協力は

得られません。名実ともに、そのような村になっていくためには、やはり村民の皆さまの

中から環境問題にどう対処していくかの声を出していただき、その大きな力がいわゆる宣

言や取組となっていくことが、 も良いと考えております。 
 名水百選の中から、同じく湧水を水源に持つ自治体と協同での脱塩素推進連盟の設立を

とのことですが、自然の水をそのまま飲用できるということは、飲用する者としては喜ば

しいことであり、できることであれば取組みたいところであります。 
しかし、現実的には、行政として塩素滅菌無しの水道水を供給することは不可能であり

ます。水道法により、滅菌処理は不可欠であります。 
脱塩カル化宣言につきましては、路面凍結や砂によるスリップなど安全面を考えますと、

それに代わるものとして、砂が適しているのか否か検討がいると思いますが、試行してみ

ることは価値あることと思います。 
 環境保全型農業の推進や生活排水への対処など環境に配慮した村になるためにも、どの

ような取組が可能かなど、村民や関係者の皆さんと共に、勉強会や検討などを行うことは

必要なことだと感じております。 
まず、来年開催の名水サミットが、片品村の取り組むそのきっかけづくりになれればと

思っておりますので、皆さまのご協力をお願いいたします。 
 大自然が魅力の片品村でありますので、今後とも環境に配慮した村づくりに積極的に取

り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 
 次に、二つ目の質問、ニセコ・白馬などの自治体で水源保護条例を施行する動きが出て

いるが、この問題への考え方を知りたいとのことでありますが、議員ご指摘のとおり北海

道ニセコ町においては、水源の水質汚濁、枯渇の防止等を目的として、水道水源保護条例

が平成２３年５月１日から施行されております。この背景には、外国からの投資が進む中、

住民にとって大切な水を守るという意思表示をしたものであると考えられます。 
 本村においては、ご存じのとおり森林面積は、村全体の９１．１％を占めております。

所有者の内訳としては、国有林が２５．４％、公有林が４．７％、私有林が６９．９％で、

私有林の大半は単なる民有地ではなく、東京電力や日本製紙などの社有林となっておりま

す。今のところ外国からの資本により村内の山林等を購入するという動きはないと聞いて

おります。 
 この問題とは別に、先ほどの質問でもお答えしましたように、東京電力の尾瀬所有につ

いては、東京電力が「売却をする考えはない」との回答を得てきたところですので、私は
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その言葉を信じ、何人にも売却されることはないと考えておりますが、注視をしてまいり

たいと思います。 
 いずれにいたしましても、水環境を含め豊かな自然を守り、これらを 大限に活かして

いくことは、村にとって非常に重要と考えております。今後も必要に応じ、条例化等を含

めて検討してまいりたいと思います。 
 以上、ご理解をお願い申し上げまして、星野精一議員への答弁とさせていただきます。 
よろしくお願いいたします。 
 
３番（星野精一君） はい、議長。 
 
議長（髙橋正治君） ３番 星野精一君。 
 
３番（星野精一君） はい、３番。 
 星野千里議員と質問がダブるところがありましたけれども、これは同じ議会人として時

代背景の切迫感が共有できたことだと思います。 
 まず、今回の被災者受入れをきっかけとして、私たちの村はＮＨＫを始めとするテレビ

メディア、あるいは新聞等にたくさん出ることができました。これは宣伝効果というと数

億円といわれております。メディアが今片品に対して非常に好意的だと、時代が片品に対

して追い風が吹いているとそういう時代ですので、是非とも名水サミットをきっかけとし

て片品村が、ステップアップする具体的な行動を、村長の強いリーダーシップをもって起

こしていただきたいと思います。これは質問というよりお願いであります。 
 二つ目の水資源の保護条例なんですけれども、これは「備えあれば憂いなし」という言

葉がありますけれども、片品村のような水源の豊富な村では、入ってしまったときには遅

いと、これは早急に委員会等作って対処すべきだと思いますが、その具体的な日程等を考

えているでしょうか。 
 以上です。 
質問します。 

 
議長（髙橋正治君） 村長 千明金造君。 
 
村長（千明金造君） はい、村長。 
 一番重要な問題は、条例の関係でありますけれども、今こういった形で質問を受けて、

今後当然のことながら委員会なりで審議を進めていく上で、検討していきたいとそのよう

に考えています。 
 お願いします。 
 
３番（星野精一君） はい、議長。 
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議長（髙橋正治君） ３番 星野精一君。 
 
３番（星野精一君） はい、３番。 
 以上をもちまして、私の一般質問を終わりにさせていただきます。 
 ありがとうございました。 
 
議長（髙橋正治君） 以上で、一般質問を終わります。 

─────────────────────────────────── 
日程第６ 議案第３９号 片品村税条例の一部を改正する条例について 

議長（髙橋正治君） 日程第６、議案第３９号 片品村税条例の一部を改正する条例につ

いてを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 
村長 千明金造君。 

     （村長 千明金造君登壇） 
 
村長（千明金造君） はい、村長。 
 議案第３９号 片品村税条例の一部を改正する条例について、提案の説明を申し上げま

す。 
これは、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税

法の一部を改正する法律が、去る６月３０日に公布されたことにより、今後早急な改正を

必要とするものであります。 
主な改正内容は、村税関係の不申告等に関する過料の新設及び上限額の引き上げに伴う

改正のための規定整備であります。 
附則につきましては、第１条で施行期日を公布の日とし、第２条では罰則に関する経過

措置をそれぞれ定めたものであります。 
 詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願い申し

上げます。 
 
議長（髙橋正治君） なお、詳細な説明を求めます。 
住民課長 星野純一君。 

 
住民課長（星野純一君） はい。 
     （詳細説明） 
 
議長（髙橋正治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 
質疑は、ありませんか。 

     （「進行」と呼ぶ者あり） 
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議長（髙橋正治君） 質疑なしと認めます。 
 これで質疑を終わります。 
  これから討論を行います。 
  まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 
     （「なし」と呼ぶ者あり） 
 
議長（髙橋正治君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 
     （「なし」と呼ぶ者あり） 
 
議長（髙橋正治君） これで討論を終わります。 
これから、議案第３９号 片品村税条例の一部を改正する条例についてを採決します。 
お諮りします。 
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
 
議長（髙橋正治君） 異議なしと認めます。 
したがって、議案第３９号 片品村税条例の一部を改正する条例については、原案のと

おり可決されました。 
─────────────────────────────────── 

日程第７ 議案第４０号 片品村公民館設置条例の一部を改正する条例について 

 
議長（髙橋正治君） 日程第７、議案第４０号 片品村公民館設置条例の一部を改正する

条例についてを議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 
村長 千明金造君。 

     （村長 千明金造君登壇） 
村長（千明金造君） はい、村長。 
 議案第４０号 片品村公民館設置条例の一部を改正する条例について、提案の説明を申

し上げます。 
 本条例は、片品村中央公民館、片品村公民館土出分館及び片品村公民館誠道分館の三つ

の公民館について、その趣旨や設置場所等を定めてある条例です。 
今回は、その中の片品村公民館土出分館の移設事業が完了し、住所が変更になるため、

設置条例の一部改正をお願いするものでございます。 
 附則につきましては、施行期日を定めたもので、公布の日を施行日とするものでありま

す。 
ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 
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議長（髙橋正治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 
質疑は、ありませんか。 

     （「進行」と呼ぶ者あり） 
 
議長（髙橋正治君） 質疑なしと認めます。 
 これで質疑を終わります。 
これから討論を行います。  
まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 
 
議長（髙橋正治君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 
     （「なし」と呼ぶ者あり） 
 
議長（髙橋正治君） これで討論を終わります。 
これから、議案第４０号 片品村公民館設置条例の一部を改正する条例についてを採決

します。 
お諮りします。 
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
 
議長（髙橋正治君） 異議なしと認めます。 
したがって、議案第４０号 片品村公民館設置条例の一部を改正する条例については、

原案のとおり可決されました。 
─────────────────────────────────── 

日程第８ 議案第４１号 指定管理者の指定について 

 
議長（髙橋正治君） 日程第８、議案第４１号 指定管理者の指定についてを議題としま

す。 
本案について、提出者の説明を求めます。 
村長 千明金造君。 

     （村長 千明金造君登壇） 
 
村長（千明金造君） はい、村長。 
 議案第４１号 指定管理者の指定について、提案の説明を申し上げます。 
 片品村営スノーパル・オグナほたかにつきましては、平成２０年１０月１日から２３年

９月３０日までの３年間、武尊山観光開発株式会社を指定管理者として運営を行っており

ますが、契約期間の終了に伴い、引き続き同社を指定管理者の候補者として協議を進めて
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まいりました。 
武尊山観光開発株式会社につきましては、本施設のほかに指定管理者として武尊牧場観

光施設を、また自社施設として武尊牧場スキー場、宝台樹スキー場などの公営観光施設の

運営実績があり、地元地域からの信頼もあることから、引き続き指定管理者の指定をお願

いするものでございます。 
 期間は、平成２３年１０月１日から平成２６年９月３０日の３年間でございます。 
ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 
議長（髙橋正治君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 
質疑は、ありませんか。 

     （「進行」と呼ぶ者あり） 
 
議長（髙橋正治君） 質疑なしと認めます。 
 これで質疑を終わります。 
これから討論を行います。  
まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

     （「なし」と呼ぶ者あり） 
 
議長（髙橋正治君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 
     （「なし」と呼ぶ者あり） 
 
議長（髙橋正治君） これで討論を終わります。 
 これから、議案第４１号 指定管理者の指定についてを採決します。 
お諮りします。 
本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

     （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
議長（髙橋正治君） 異議なしと認めます。 
したがって、議案第４１号 指定管理者の指定については、原案のとおり可決されまし

た。 
─────────────────────────────────── 

日程第 ９ 認定第１号 平成２２年度片品村一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１０ 認定第２号 平成２２年度片品村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の 

認定について 

日程第１１ 認定第３号 平成２２年度片品村老人保健特別会計歳入歳出決算の認定 

について 

日程第１２ 認定第４号 平成２２年度片品村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認 

定について 
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日程第１３ 認定第５号 平成２２年度片品村営観光施設事業特別会計決算の認定につ 

いて 

日程第１４ 認定第６号 平成２２年度片品村介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に 

ついて 

日程第１５ 認定第７号 平成２２年度片品村下水道事業等特別会計歳入歳出決算の認 

定について 

日程第１６ 認定第８号 平成２２年度片品村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の 

認定について 

 
議長（髙橋正治君） 日程第９、認定第１号 平成２２年度片品村一般会計歳入歳出決算

の認定についてから、日程第１６、認定第８号 平成２２年度片品村後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算の認定についてまでの、以上８件を一括議題とします。 
本案について、提案理由の説明を求めます。 
村長 千明金造君。 

     （村長 千明金造君登壇） 
 
村長（千明金造君） はい、村長。 
認定第１号から第８号までの平成２２年度片品村一般会計及び各特別会計の決算につ

いて、提案の説明を申し上げます。 
  認定第１号 平成２２年度片品村一般会計歳入歳出決算について、提案の説明を申し上

げます。 
歳入総額４０億１，４０７万７，４８９円、歳出総額３７億３，７１５万４，０７５円、

差引残額２億７，６９２万３，４１４円について、決算の認定をお願いするものでありま

す。 
 歳入の主なものにつきましては、地方交付税が１９億２，２６５万９，０００円で全体

の４７．９％、村税が６億１，２７０万６，２２３円で１５．３％、諸収入が１億９，２

２７万４，５０４円で４．８％、繰入金が２，３５９万９，５７５円で０．６％、県支出

金が１億９，５４７万７，７６１円で４．９％、村債が２億７，２４０万円で６．８％、

国庫支出金が３億７，３４１万３，０７９円で９．３％でございます。 
  歳出の主なものにつきましては、土出・戸倉地区光ファイバー整備事業が１億２，３７

５万円、五つの特別会計への繰出金が２億９，０９１万９，０００円、利根東部衛生施設

組合負担金が２億６，９００万円、利根沼田広域市町村圏振興整備組合負担金が１億５，

２５５万１，０００円などとなっています。 
地方債の償還金は、元金と利子を併せて３億３，３６４万４，０００円であります。 
平成２２年度末の借入金残高は２８億４，５５０万３，０００円であり、昨年比で２，

１３８万円ほど減っております。 
 歳入歳出差引残額のうち、１億２，０００万円を財政調整基金に繰入れ、１億５，６９
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２万３，０００円あまりを２３年度へ繰り越させていただきました。 
 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、ご認定くださ

いますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 認定第２号 平成２２年度片品村国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、提案の

説明を申し上げます。 
歳入総額８億４，０８５万６４６円、歳出総額８億２４３万７，０８７円、差引残額３，

８４１万３，５５９円について、決算の認定をお願いするものであります。 
 歳入の主なものにつきましては、国民健康保険税が１億８，８３６万５，５６２円の収

納で、全体の２２．４％となります。 
  国庫支出金については、２億５，０５０万８，０１１円で全体の２９．８％となります。 
 共同事業交付金は、１億１，３３８万５，７３４円で全体の１３．５％となります。 
 歳出の主なものにつきましては、保険給付費が５億１，７８５万２，８８６円で全体の

６４．５％となります。 
 後期高齢者支援金等につきましては、９，４０６万３，７３２円で全体の１１．７％と

なります。 
  共同事業拠出金が、１億８２２万４，４６５円で全体の１３．５％となります。 
なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 
認定第３号 平成２２年度片品村老人保健特別会計歳入歳出決算について、提案の説明

を申し上げます。 
 歳入総額２，４３１万２，１６７円、歳出総額２，４３１万２，１６７円、差引残額０

円について、決算の認定をお願いするものであります。 
 歳入の主なものにつきましては、繰越金が２，４３０万２，８９７円で全体の９９．９

６％であります。 
 歳出につきましては、諸支出金が２，４３１万２，１６７円で１００％であります。 
 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 
 認定第４号 平成２２年度片品村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算について、提案の

説明を申し上げます。 
歳入総額８，９１１万６，０３７円、歳出総額８，３３０万１，０２２円、差引残額５

８１万５，０１５円について、決算の認定をお願いするものであります。 
歳入の主なものにつきましては、使用料及び手数料が７，２９１万９，４００円で全体

の８１．８％、繰入金が８７６万７，０００円で全体の９．８％でございます。 
 歳出につきましては、総務費が３，４７８万８，４１８円で全体の４１．８％、施設費

が３，０９７万９，３２４円で全体の３７．２％、公債費が１，７５３万３，２８０円で

全体の２１％でございます。 
 また、平成２２年度末現在の地方債借入額は、２億３，４５１万４，３６０円となって



36 

います。 
歳入歳出差引残額の５８１万５，０１５円を平成２３年度へ繰越しをさせていただきま

す。 
なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、ご認定くださ

いますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 認定第５号 平成２２年度片品村営観光施設事業特別会計の決算について、提案の説明

を申し上げます。 
 平成２２年度の観光施設事業の実績を申し上げますと、現在、指定管理者制度によりス

ノーパル・オグナほたか及び武尊牧場観光施設の営業を武尊山観光開発株式会社が行って

おり、尾瀬ロッジにつきましても、アリス工業株式会社が施設営業を行い、これにより村

営観光施設すべてが指定管理者制度による施設運営となっております。 
村内の観光産業を取り巻く環境ですが、高速道路休日料金の上限制度が行われ、首都圏

から近距離にある観光地としての立地条件の優位性が発揮できず苦戦しておりましたが、

さらに３月１１日発生の東日本大震災による村内各スキー場の営業自粛や早期の閉鎖、全

国に広がった自粛ムードが追い打ちをかけ、本村の観光産業も非常に厳しい状況が続いて

おります。 
収益的収入の観光施設事業収益につきましては１億１，９８７万５１８円であり、収益

的支出の観光施設事業費につきましては１億１，９０６万３，６９４円であります。 
資本的収入につきましては２，９６６万円であり、一般会計補助金でございます。 
資本的支出につきましては９，８１１万３３９円で、内容は企業債償還金と一般会計か

らの長期借入金の償還金でございます。 
 資本的収支の不足分６，８４５万３３９円につきましては、過年度分損益勘定留保資金

で補てんをしました。 
なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の程よろしくお願い

申し上げます。 
 認定第６号 平成２２年度片品村介護保険特別会計歳入歳出決算について、提案の説明

を申し上げます。 
歳入総額４億８９４万１，６７４円、歳出総額３億９，４７７万２，７０９円、差引残

額１，４１６万８，９６５円について、決算の認定をお願いするものであります。 
歳入の主なものにつきましては、保険料が５，４５５万７，６００円で全体の１３．３％、

国庫支出金が９，６９９万６，７３５円で２３．７％、支払基金交付金が１億１，２５６

万３，５３１円で２７．５％、県支出金が５，７５７万３４６円で１４．１％、繰入金が

７，５４１万１，７６８円で１８．４％でございます。 
歳出の主なものにつきましては、保険給付費が３億６，４４６万３，１７２円で全体の

９２．３％でございます。 
 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 
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 認定第７号 平成２２年度片品村下水道事業等特別会計歳入歳出決算について、提案の

説明を申し上げます。 
歳入総額１億３，３０５万３４円、歳出総額１億３，０６０万９，７３４円、差引残額    

２４４万３００円について、決算の認定をお願いするものであります。 
歳入の主なものにつきましては、繰入金が１億１，３５３万７，０００円で全体の８５．

３％、使用料が１，６３８万１，０００円で全体の１２．３％でございます。 
 歳出の主なものにつきましては、公債費が７，０７９万４，６２９円で全体の５４．２％、

施設費が３，１０１万６，７１９円で全体の２３．７％、総務費が２，７６０万１，３８

６円で全体の２１．１％でございます。 
歳入歳出差引残額の２４４万３００円を平成２３年度へ繰り越させていただきます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議の上、ご認定くださ

いますようよろしくお願い申し上げます。 
 認定第８号 平成２２年度片品村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、提案

の説明を申し上げます。 
 歳入総額４，６０５万９，５８２円、歳出総額４，５３３万１，９０１円、差引残額７

２万７，６８１円について、決算の認定をお願いするものであります。 
 歳入の主なものにつきましては、後期高齢者医療保険料が２，４６１万９，２００円で

総額の５３．５％、一般会計繰入金が１，９５８万円で４２．５％でございます。 
 歳出の主なものにつきましては、総務費が３０４万２，６２１円で総額の６．７％、後

期高齢者医療広域連合納付金が４，２０７万５，５８０円で９２．８％でございます。 
 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 
─────────────────────────────────── 

議長（髙橋正治君） 暫時休憩いたします。 
     午後 零時０１分 
 
     午後 零時０２分 
議長（髙橋正治君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

─────────────────────────────────── 
議長（髙橋正治君） 提案理由の説明が終わりました。 
この決算については、監査委員の審査が行われております。 
ここで決算審査結果の報告を求めます。 
代表監査委員 小林正雄君。 

     （代表監査委員 小林正雄君登壇） 
 
代表監査委員（小林正雄君） はい。 
命によりまして、決算審査の報告をさせていただきます。 


